
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

デジタル技術の進展を踏まえたアナログ規

制の見直しを推進するため、関係条例の整

備を行うものであり、妥当なものと認め

た。

住登外者宛名番号管理機能の実装並びに行

政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第九条第一項

に規定する準法定事務及び準法定事務処理

者を定める命令の制定の趣旨を踏まえ、所

要の整備を行うものであり、妥当なものと

認めた。

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、所要

の整備を行うものであり、妥当なものと認

めた。

議 案
第１０９号

宇部市議会議員及び宇部
市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する
条例中一部改正の件

原 案 可 決

議 案
第１０８号

宇部市個人番号の利用及
び特定個人情報の提供に
関する条例中一部改正の
件

原 案 可 決

総 務 財 政 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　総務財政委員長  時　田　洋　輔 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    令和７年(2025年)１２月２２日

  宇部市議会議長  山　下　節　子    様

記

議 案
第１０５号

アナログ規制の見直しに
伴う関係条例の整備に関
する条例制定の件

原 案 可 決


